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レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策3】コスト縮減を行いつつ適切な費用負担による計画的な施設の整備･更新

【今後の課題】更新積立金等による改築更新費用の確保方策の検討

（参考）地方公営企業等金融機構

・平成19年５月23日、「地方公営企業等金融機構法」が成立した。
・これにより、平成20年10月１日に、国の政策金融機関としての公営企業金融公庫は、地方公共団体が共同出

資して設立する地方公営企業等金融機構に移行することとなる。

出典：公営企業金融公庫HPから抜粋

（参考）公営企業金融公庫について

○公営企業金融公庫は、地方公共団体に対し、低利かつ
安定した資金を融通することにより、住民の福祉の増進
に寄与することを目的として昭和32年6月1日に設立され
た政府関係金融機関。
公庫は地方公共団体の経営する上下水道、交通、病院

などの地方公営企業をはじめ、住民生活に密接した事業
に対し、低利かつ長期の資金を供給することを通じ、地
方財政負担の軽減等に大きな役割を果たしている。

○地方債は、地方公共団体が行う投資的事業やその経営
する地方公営企業の主要な財源となっており、公庫資金
は、政府資金と並ぶ公的資金として地方債の重要な資金
となっている。
平成19年度の地方債計画においては、公庫資金の総額

は1兆3,500億円となっており、全体の10.8％を占めてい
る。
また、地方債計画のうち公営企業会計等分については、

公庫資金は1兆103億円となっており、全体の35.4％を占
めている。


